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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
一
団
地
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
八
年
二
月
九
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂

木

竜

一

一

対
象
区
域
の
地
名
地
番
及
び
認
定
年
月
日

対
象
区
域
の
地
名
地
番

認
定
年
月
日

清
瀬
市
竹
丘
三
丁
目
千
二
百
七
番
一
の
一

部
及
び
同
番
十
六

令
和
八
年
一
月
十

九
日

二

認
定
計
画
書
の
縦
覧
場
所

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指
導
第
二
課
（
東
村
山
市

本
町
一
丁
目
二
十
三
番
地
九
）

◉
東
京
都
告
示
第
百
八
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
グ
リ
ー
ン

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

森

久
人

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

墨
田
区
緑
一
丁
目
十
八
番
四
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
九
九
一
六
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
五
年
十
月
六
日

二

処
分
年
月
日

令
和
八
年
一
月
三
十
日

三

処
分
内
容

免
許
の
取
消
し

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
第
三
号

◉
東
京
都
告
示
第
百
九
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
八
王
子
町
田
線

二

指
定
す
る
区
間

町
田
市
根
岸
町
千
十
一
番
七
地
先
か
ら
同
市

忠
生
一
丁
目
十
三
番
一
地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
保
全
計
画
案
に
つ
い
て

東
京
に
お
け
る
自
然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二

年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
条

例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
全
計
画
案
を
次
の
と
お
り
策
定

し
た
の
で
、
条
例
第
十
七
条
第
四
項
及
び
条
例
第
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
七
条
第
四
項
並
び
に
東
京
に
お
け
る
自

然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都

規
則
第
三
十
九
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
八
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
全
地
域
の
指
定
案

㈠

種
別

里
山
保
全
地
域

㈡

名
称

町
田
三
輪
里
山
保
全
地
域

㈢

位
置

町
田
市
の
東
部
に
位
置
す
る
三
輪
地
区
の
区
域

㈣

区
域

別
表
及
び
別
図
一
に
示
す
区
域

㈤

面
積

十
二
万
六
千
三
百
二
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

二

保
全
計
画
案
の
概
要

㈠

自
然
の
概
況
及
び
特
質

当
区
域
は
、
多
摩
丘
陵
の
中
央
部
に
位
置
し
、
樹
林
地
や
三

つ
の
谷
戸
等
か
ら
構
成
さ
れ
、
か
つ
て
の
里
山
環
境
が
残
っ
て

い
る
。

区
域
内
の
樹
林
地
で
は
、
タ
マ
ノ
カ
ン
ア
オ
イ
、
キ
ン
ラ
ン
、

ツ
チ
ア
ケ
ビ
等
の
希
少
な
植
物
が
生
育
し
、
谷
戸
で
は
、
水
田

を
は
じ
め
と
す
る
湿
地
や
周
辺
の
水
路
に
お
い
て
、
イ
ト
ト
リ

ゲ
モ
、
ミ
ゾ
ハ
コ
ベ
、
キ
ク
モ
等
の
水
生
植
物
や
湿
生
植
物
、

ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル
等
の
カ
エ
ル
類
、
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
等
の
水

生
昆
虫
、
ホ
ト
ケ
ド
ジ
ョ
ウ
等
の
魚
類
と
い
っ
た
希
少
動
植
物

み
な
み
や
と

が
生
息
・
生
育
し
て
い
る
。
特
に
、
南
谷
一
帯
で
は
、
希
少

な
動
植
物
が
多
数
確
認
さ
れ
て
い
る
。

㈡

自
然
の
保
護
と
回
復
の
た
め
の
方
針

当
区
域
の
樹
林
地
、
そ
れ
に
連
続
し
た
水
田
や
水
路
等
に
お

け
る
生
物
多
様
性
を
保
全
す
る
と
と
も
に
里
山
環
境
を
確
保
す

る
。ま

た
、
希
少
な
動
植
物
を
は
じ
め
、
在
来
の
動
植
物
の
保
全

に
向
け
て
、
生
息
・
生
育
環
境
を
保
全
、
回
復
す
る
た
め
の
取

組
を
次
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
く
。

ア

希
少
な
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境

樹
林
地
、
水
田
、
水
路
等
を
一
体
的
に
保
全
し
、
キ
ク
モ
、

ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル
、
ホ
ト
ケ
ド
ジ
ョ
ウ
等
の
希
少
な
動
植

物
の
生
息
・
生
育
環
境
の
保
全
と
回
復
を
図
る
。

イ

樹
林
環
境

多
摩
丘
陵
に
残
存
す
る
樹
林
環
境
の
保
全
に
向
け
、
コ
ナ

ラ
群
落
等
の
保
全
と
回
復
を
図
る
。

ウ

里
山
環
境

水
田
等
が
広
が
る
里
山
環
境
を
維
持
管
理
し
、
水
草
、
カ

エ
ル
類
、
水
生
昆
虫
、
魚
類
と
い
っ
た
動
植
物
の
生
息
・
生

育
環
境
の
保
全
と
回
復
を
図
る
。

エ

水
域
環
境

谷
戸
周
辺
の
た
め
池
や
水
路
に
み
ら
れ
る
水
草
、
カ
エ
ル

類
、
水
生
昆
虫
、
魚
類
と
い
っ
た
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環

境
の
保
全
と
回
復
を
図
る
。

オ

外
来
種
対
策

特
定
外
来
生
物
を
は
じ
め
と
し
た
侵
略
的
外
来
種
の
積
極

的
な
防
除
及
び
侵
入
防
止
に
努
め
る
。

㈢

自
然
の
保
護
と
回
復
の
た
め
の
規
制
に
関
す
る
事
項

条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
土
石

の
採
取
、
木
竹
の
伐
採
等
の
規
制
を
行
う
。

な
お
、
条
例
第
十
八
条
の
保
全
計
画
に
基
づ
き
、
条
例
第
二

十
条
に
て
実
施
す
る
保
全
事
業
に
つ
い
て
は
、
規
制
の
対
象
と

し
な
い
。

㈣

植
生
管
理
に
関
す
る
事
項

当
区
域
に
お
け
る
植
生
の
現
況
を
整
理
し
、
㈡
の
方
針
を
踏

ま
え
、
目
標
植
生
及
び
植
生
の
管
理
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め

た
。当

区
域
に
つ
い
て
は
、
現
存
植
生
と
目
標
植
生
を
同
一
と
し
、

こ
れ
に
従
い
適
切
な
時
期
や
頻
度
で
管
理
作
業
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
生
物
多
様
性
の
保
全
を
図
っ
て
い
く
。

ア

シ
イ
・
カ
シ
二
次
林

常
緑
広
葉
自
然
林
の
構
成
種
で
あ
る
シ
イ
・
カ
シ
の
二
次

林
は
、
基
本
的
に
手
は
加
え
ず
、
植
物
の
遷
移
に
委
ね
る
。

林
床
の
植
物
を
保
全
す
る
た
め
、
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
等
の
繁

茂
を
抑
制
す
る
。

イ

コ
ナ
ラ
群
落

二
次
林
の
構
成
種
で
あ
る
コ
ナ
ラ
の
主
木
は
適
宜
、
萌
芽

更
新
を
実
施
す
る
。

主
に
、
サ
サ
類
や
低
木
（
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
、
シ
ラ
カ
シ
の

実
生
等
）
を
対
象
と
し
た
下
刈
り
や
伐
採
を
適
宜
行
い
、
明

る
い
樹
林
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
キ
ン
ラ
ン
等
明
る
い

林
床
を
好
む
植
物
の
保
全
を
図
る
。
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ウ

ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
群
落

繁
殖
力
が
強
い
た
め
、
現
状
の
生
育
範
囲
か
ら
拡
大
し
な

い
よ
う
抑
制
す
る
。

エ

オ
ギ
群
集

繁
殖
力
が
強
い
た
め
、
現
状
の
生
育
範
囲
か
ら
拡
大
し
な

い
よ
う
抑
制
す
る
。

オ

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
植
林

植
林
の
構
成
種
で
あ
る
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
・
サ
ワ
ラ
の
主
木

に
は
基
本
的
に
手
を
加
え
ず
、
植
生
の
遷
移
に
委
ね
る
。

林
相
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
コ
ナ
ラ
群
落
、
他
の
植
生
へ

の
移
行
も
検
討
す
る
。

林
床
の
植
物
を
保
全
す
る
た
め
、
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
等
の
繁

茂
を
抑
制
す
る
。

カ

竹
林

繁
殖
力
が
強
い
た
め
、
現
状
の
生
育
範
囲
か
ら
拡
大
し
な

い
よ
う
抑
制
す
る
。

林
床
の
サ
サ
類
や
低
木
（
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
、
ア
オ
キ
等
）

が
繁
茂
し
す
ぎ
た
場
合
は
、
生
息
・
生
育
す
る
動
植
物
の
状

況
に
合
わ
せ
て
、
順
応
的
な
下
刈
り
や
伐
採
を
検
討
す
る
。

キ

畑
地

基
本
的
に
地
権
者
や
耕
作
者
の
意
向
に
沿
っ
て
、
耕
作
を

継
続
す
る
。

ク

水
田
雑
草
群
落

基
本
的
に
地
権
者
や
耕
作
者
の
意
向
に
沿
っ
て
、
耕
作
を

継
続
し
、
希
少
な
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境
を
保
全
す
る
。

放
棄
水
田
等
と
な
っ
た
場
合
も
、
既
往
の
水
田
耕
作
と
同

う
ん

か
く

様
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
耕
耘
・
水
入
れ
す
る
こ
と
で
、
攪
乱

依
存
型
の
水
生
植
物
等
の
生
育
環
境
の
保
全
を
図
る
。

多
様
な
湿
地
環
境
の
創
出
を
図
る
た
め
、
谷
戸
全
体
の
状

た
ん

況
を
み
た
上
で
、
冬
季
湛
水
を
継
続
す
る
。

ケ

放
棄
水
田
雑
草
群
落

多
様
な
湿
地
環
境
を
維
持
し
、
希
少
な
水
生
動
植
物
の
生

息
・
生
育
環
境
を
保
全
、
回
復
す
る
。
復
田
が
可
能
な
場
合

は
、
水
田
雑
草
群
落
の
再
生
を
試
み
る
。

サ
サ
類
や
低
木
な
ど
の
湿
地
へ
の
拡
大
を
抑
制
す
る
。

谷
戸
最
奥
部
に
存
在
す
る
薄
暗
い
湿
地
は
、
希
少
種
（
ヒ

ク
イ
ナ
、
マ
ユ
タ
テ
ア
カ
ネ
等
）
の
生
息
地
と
し
て
、
基
本

的
に
手
は
加
え
ず
現
状
を
維
持
す
る
。

コ

開
放
水
域
（
水
路
）

多
様
で
植
生
豊
か
な
水
域
環
境
を
維
持
し
、
特
に
流
水
環

境
に
依
存
す
る
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
や
ホ
ト
ケ
ド
ジ
ョ
ウ
等
の
希

少
な
水
生
生
物
の
生
息
環
境
を
保
全
、
回
復
す
る
。

サ

開
放
水
域
（
た
め
池
）

多
様
で
植
生
豊
か
な
水
域
環
境
を
維
持
し
、
周
辺
水
域
に

生
息
す
る
希
少
動
植
物
（
ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル
、
ト
ン
ボ
類

等
）
の
生
息
・
生
育
環
境
を
保
全
、
回
復
す
る
。

た
め
池
、
水
路
、
水
田
・
湿
地
、
草
地
及
び
樹
林
の
連
続

性
に
配
慮
し
、
多
様
な
環
境
を
創
出
す
る
管
理
を
検
討
す
る
。

シ

全
域
共
通

特
定
外
来
生
物
を
は
じ
め
と
し
た
侵
略
的
外
来
種
の
積
極

的
な
防
除
に
努
め
る
。

㈤

施
設
に
関
す
る
事
項

地
域
内
に
は
、
保
全
活
動
等
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な

施
設
と
し
て
、
ト
イ
レ
、
休
憩
場
等
の
活
動
拠
点
施
設
や
使
用

機
材
を
収
納
す
る
倉
庫
等
を
適
宜
設
置
す
る
。

ま
た
、
保
全
地
域
の
活
用
を
図
り
環
境
学
習
を
促
進
す
る
た

め
に
案
内
板
や
解
説
板
等
を
、
地
域
に
生
息
・
生
育
す
る
動
植

物
を
保
護
す
る
た
め
に
制
札
板
や
人
の
立
入
り
を
制
限
す
る
柵

等
を
必
要
に
応
じ
て
設
置
す
る
。

な
お
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
景
観
に
配
慮
す
る
。

㈥

保
全
地
域
の
活
用
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
事
項

㈡
の
方
針
を
踏
ま
え
た
植
生
管
理
の
実
施
、
施
設
の
整
備
や

保
全
地
域
の
活
用
等
の
保
全
事
業
を
進
め
る
た
め
に
、
関
係
機

関
等
で
構
成
す
る
協
議
の
場
を
必
要
に
応
じ
て
設
け
る
。

ま
た
、
地
権
者
等
と
協
議
の
上
、
都
民
等
と
協
働
し
て
次
の

よ
う
に
利
活
用
を
推
進
す
る
。

ア

地
域
内
に
お
い
て
は
、
都
民
の
自
然
と
の
触
れ
合
い
や
緑

地
保
全
活
動
、
環
境
学
習
な
ど
の
場
と
し
て
活
用
す
る
。

イ

耕
作
地
は
、
稲
作
を
通
じ
た
農
業
体
験
な
ど
の
場
と
し
て

の
活
用
も
検
討
す
る
。

ウ

ア
及
び
イ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
企
業
・
教
育
機
関
等
の
多
様
な
主
体
と
連
携
し
て
取
組
を

実
施
す
る
。

エ

そ
の
他
、
関
係
機
関
等
と
協
議
し
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て

取
組
を
実
施
す
る
。

㈦

野
生
動
植
物
保
護
地
区
の
指
定
に
関
す
る
事
項

ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
希
少
な
湿
地
の
生
物

を
保
護
す
る
た
め
、
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
区

み
な
み
や
と

域
内
の
北
側
に
位
置
す
る
南
谷
の
一
部
を
野
生
動
植
物
保
護

地
区
に
指
定
す
る
。

ア

指
定
区
域み

な
み
や
と

区
域
内
の
南
谷
の
一
部
（
別
図
二
に
示
す
区
域
）

イ

面
積

約
一
・
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
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ウ

保
護
す
べ
き
野
生
動
物
の
種
類

条
例
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
野
生
動
植

物
保
護
地
区
に
生
息
・
生
育
す
る
次
に
掲
げ
る
動
植
物
を
捕

獲
し
、
若
し
く
は
殺
傷
し
、
又
は
採
取
し
、
若
し
く
は
損
傷

し
て
は
な
ら
な
い
。

植

物

イ
ト
ト
リ
ゲ
モ
、
ミ
ゾ
ハ
コ
ベ
及
び
キ
ク
モ

両
生
類

ニ
ホ
ン
ア
カ
ガ
エ
ル

三

里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
保
全
計
画
案
の
縦
覧

㈠

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
二
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

㈡

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後

一
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

縦
覧
の
場
所

ア

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

イ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

ウ

町
田
市
都
市
づ
く
り
部
公
園
緑
地
課

町
田
市
森
野
二
丁
目
二
番
二
十
二
号

四

意
見
書
の
提
出

㈠

里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
保
全
計
画
案
に
つ
い
て
意
見

の
あ
る
当
該
地
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
令
和
八
年
二

月
二
十
二
日
ま
で
に
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

㈡

意
見
書
に
は
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
氏
名
及
び
住
所
を
記
載

す
る
こ
と
。

㈢

意
見
書
の
提
出
先

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎

十
九
階

別
表町

田
市
三
輪
町
字
十
四
号
千
百
三
十
六
番
一
、
千
百
三
十
六
番
二
、

千
百
三
十
七
番
か
ら
千
百
四
十
番
ま
で
、
千
百
四
十
七
番
か
ら
千
百

四
十
九
番
ま
で
、
千
百
五
十
番
一
、
千
百
五
十
番
二
、
千
百
五
十
一

番
か
ら
千
百
五
十
七
番
ま
で
、
千
百
五
十
九
番
二
、
千
百
五
十
九
番

三
、
千
百
六
十
番
か
ら
千
百
七
十
四
番
ま
で
、
千
百
七
十
五
番
一
、

千
百
七
十
六
番
一
、
千
百
七
十
七
番
一
、
千
百
七
十
八
番
か
ら
千
百

八
十
三
番
ま
で
、
千
百
八
十
四
番
一
、
千
百
八
十
四
番
二
、
千
百
八

十
五
番
、
千
百
九
十
四
番
、
千
百
九
十
五
番
一
、
千
百
九
十
五
番
二
、

千
百
九
十
六
番
か
ら
千
二
百
番
ま
で
、
千
二
百
一
番
一
、
千
二
百
一

番
二
、
千
二
百
二
番
か
ら
千
二
百
四
番
ま
で
、
千
二
百
五
番
一
、
千

二
百
五
番
二
及
び
千
二
百
六
番
か
ら
千
二
百
八
番
ま
で

町
田
市
三
輪
町
字
十
五
号
千
二
百
九
番
か
ら
千
二
百
十
九
番
ま
で
、

千
二
百
二
十
番
一
、
千
二
百
二
十
番
二
、
千
二
百
二
十
一
番
か
ら
千

二
百
三
十
六
番
ま
で
、
千
二
百
三
十
七
番
一
か
ら
千
二
百
三
十
七
番

三
ま
で
、
千
二
百
三
十
八
番
か
ら
千
二
百
四
十
三
番
ま
で
、
千
二
百

四
十
四
番
一
、
千
二
百
四
十
四
番
二
、
千
二
百
四
十
五
番
、
千
二
百

四
十
六
番
一
、
千
二
百
四
十
六
番
二
、
千
二
百
四
十
六
番
四
か
ら
千

二
百
四
十
六
番
八
ま
で
、
千
二
百
四
十
六
番
十
及
び
千
二
百
四
十
六

番
十
一

町
田
市
三
輪
町
字
十
六
号
千
二
百
五
十
番
一
、
千
二
百
五
十
番
二
、

千
二
百
五
十
四
番
一
か
ら
千
二
百
五
十
四
番
三
ま
で
、
千
二
百
五
十

六
番
一
か
ら
千
二
百
五
十
六
番
三
ま
で
、
千
二
百
五
十
七
番
一
、
千

二
百
五
十
七
番
二
、
千
二
百
六
十
番
一
、
千
二
百
六
十
番
二
、
千
二

百
六
十
一
番
、
千
二
百
六
十
二
番
一
か
ら
千
二
百
六
十
二
番
三
ま
で
、

千
二
百
六
十
三
番
か
ら
千
二
百
六
十
五
番
ま
で
、
千
二
百
六
十
六
番

一
か
ら
千
二
百
六
十
六
番
三
ま
で
、
千
二
百
六
十
七
番
か
ら
千
二
百

七
十
四
番
ま
で
、
千
二
百
七
十
五
番
一
か
ら
千
二
百
七
十
五
番
四
ま

で
、
千
二
百
七
十
六
番
一
、
千
二
百
七
十
六
番
二
、
千
二
百
七
十
七

番
か
ら
千
二
百
八
十
五
番
ま
で
、
千
二
百
八
十
七
番
、
千
二
百
九
十

一
番
か
ら
千
二
百
九
十
五
番
ま
で
、
千
二
百
九
十
七
番
か
ら
千
三
百

二
番
ま
で
、
千
三
百
三
番
一
、
千
三
百
三
番
二
、
千
三
百
十
九
番
か

ら
千
三
百
二
十
三
番
ま
で
、
千
三
百
二
十
四
番
一
か
ら
千
三
百
二
十

四
番
三
ま
で
、
千
三
百
二
十
五
番
、
千
三
百
二
十
六
番
一
か
ら
千
三

百
二
十
六
番
三
ま
で
、
千
三
百
二
十
七
番
、
千
三
百
二
十
八
番
、
千

三
百
二
十
八
番
二
、
千
三
百
二
十
九
番
一
、
千
三
百
二
十
九
番
二
及

び
千
三
百
三
十
番
か
ら
千
三
百
三
十
六
番
ま
で

町
田
市
三
輪
町
字
十
七
号
千
三
百
四
十
九
番
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里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
保
全
計
画
案
に
つ
い
て

東
京
に
お
け
る
自
然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二

年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十

七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
条

例
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
全
計
画
案
を
次
の
と
お
り
策
定

し
た
の
で
、
条
例
第
十
七
条
第
四
項
及
び
条
例
第
十
八
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
七
条
第
四
項
並
び
に
東
京
に
お
け
る
自

然
の
保
護
と
回
復
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
東
京
都

規
則
第
三
十
九
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
八
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
全
地
域
の
指
定
案

㈠

種
別

里
山
保
全
地
域

㈡

名
称

町
田
三
輪
沢
山
里
山
保
全
地
域

㈢

位
置

町
田
市
の
東
部
に
位
置
す
る
三
輪
地
区
の
区
域

㈣

区
域

別
表
及
び
別
図
に
示
す
区
域

㈤

面
積

二
万
四
千
五
百
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

二

保
全
計
画
案
の
概
要

㈠

自
然
の
概
況
及
び
特
質

当
区
域
は
、
多
摩
丘
陵
の
中
央
部
に
位
置
し
、
鶴
見
川
水
系

の
流
域
に
含
ま
れ
、
樹
林
地
や
果
樹
園
、
畑
地
等
に
よ
り
モ
ザ

イ
ク
状
に
構
成
さ
れ
、
か
つ
て
の
里
山
環
境
が
残
っ
て
い
る
。

ま
た
、
当
区
域
に
は
、
沢
山
城
跡
が
含
ま
れ
て
お
り
、
空
堀

や
土
塁
等
の
遺
構
が
地
形
と
し
て
現
在
も
残
り
、
動
植
物
の
重

要
な
生
息
・
生
育
環
境
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
樹
林
地
の
林

床
で
は
、
タ
マ
ノ
カ
ン
ア
オ
イ
、
キ
ン
ラ
ン
、
シ
ダ
類
、
林
縁

や
農
耕
地
周
辺
に
は
、
ワ
レ
モ
コ
ウ
や
キ
ツ
ネ
ノ
カ
ミ
ソ
リ
等

の
植
物
が
生
育
し
て
い
る
。

鳥
類
で
は
、
エ
ナ
ガ
等
の
森
林
性
の
種
に
加
え
、
モ
ズ
、
オ

ナ
ガ
等
の
林
縁
・
農
耕
地
に
生
息
す
る
種
が
、
昆
虫
類
で
は
、

マ
ユ
タ
テ
ア
カ
ネ
等
の
水
辺
を
利
用
す
る
種
も
確
認
さ
れ
、
鶴

見
川
等
の
周
辺
環
境
と
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
。

㈡

自
然
の
保
護
と
回
復
の
た
め
の
方
針

当
区
域
の
樹
林
地
や
林
縁
、
農
耕
地
等
に
お
け
る
生
物
多
様

性
を
保
全
す
る
と
と
も
に
里
山
環
境
を
確
保
す
る
。

ま
た
、
希
少
な
動
植
物
を
は
じ
め
、
在
来
の
動
植
物
の
保
全

に
向
け
て
、
生
息
・
生
育
環
境
を
保
全
、
回
復
す
る
た
め
の
取

組
を
次
の
よ
う
に
実
施
し
て
い
く
。

ア

希
少
な
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境

樹
林
地
、
林
縁
、
農
耕
地
等
を
一
体
的
に
保
全
し
、
タ
マ

ノ
カ
ン
ア
オ
イ
、
キ
ン
ラ
ン
、
シ
ダ
類
等
の
希
少
な
動
植
物

の
生
息
・
生
育
環
境
の
保
全
と
回
復
を
図
る
。

イ

樹
林
環
境

多
摩
丘
陵
に
残
存
す
る
樹
林
環
境
の
保
全
に
向
け
、
コ
ナ

ラ
群
落
、
竹
林
等
の
保
全
と
回
復
を
図
る
。

ウ

里
山
環
境

果
樹
園
、
畑
地
等
が
広
が
る
里
山
環
境
を
樹
林
環
境
と
一

体
的
に
保
全
管
理
し
、
動
植
物
の
生
息
・
生
育
環
境
の
保
全

と
回
復
を
図
る
。

エ

外
来
種
対
策

特
定
外
来
生
物
を
は
じ
め
と
し
た
侵
略
的
外
来
種
の
積
極

的
な
防
除
及
び
侵
入
防
止
に
努
め
る
。

㈢

自
然
の
保
護
と
回
復
の
た
め
の
規
制
に
関
す
る
事
項

条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
物
そ
の
他
の
工

作
物
の
新
築
、
改
築
又
は
増
築
、
土
地
の
形
質
の
変
更
、
土
石

の
採
取
、
木
竹
の
伐
採
等
の
規
制
を
行
う
。

な
お
、
条
例
第
十
八
条
の
保
全
計
画
に
基
づ
き
、
条
例
第
二

十
条
に
て
実
施
す
る
保
全
事
業
に
つ
い
て
は
、
規
制
の
対
象
と

し
な
い
。

㈣

植
生
管
理
に
関
す
る
事
項

当
区
域
に
お
け
る
植
生
の
現
況
を
整
理
し
、
㈡
の
方
針
を
踏

ま
え
、
目
標
植
生
及
び
植
生
の
管
理
方
針
を
次
の
よ
う
に
定
め

た
。当

区
域
に
つ
い
て
は
、
現
存
植
生
と
目
標
植
生
を
同
一
と
し
、

こ
れ
に
従
い
適
切
な
時
期
や
頻
度
で
管
理
作
業
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
生
物
多
様
性
の
保
全
を
図
っ
て
い
く
。

ア

シ
ラ
カ
シ
群
落

常
緑
広
葉
自
然
林
の
構
成
種
で
あ
る
シ
ラ
カ
シ
群
落
は
、

基
本
的
に
手
は
加
え
ず
、
植
生
の
遷
移
に
委
ね
る
。

林
床
の
植
物
を
保
全
す
る
た
め
、
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
等
の
繁

茂
を
抑
制
す
る
。

イ

ス
ダ
ジ
イ
群
落

常
緑
広
葉
自
然
林
の
構
成
種
で
あ
る
ス
ダ
ジ
イ
群
落
は
、

基
本
的
に
手
は
加
え
ず
、
植
生
の
遷
移
に
委
ね
る
。

林
床
の
植
物
を
保
全
す
る
た
め
、
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
等
の
繁

茂
を
抑
制
す
る
。

ウ

ケ
ヤ
キ
群
落

落
葉
広
葉
樹
自
然
林
の
構
成
種
で
あ
る
ケ
ヤ
キ
群
落
は
、

屋
敷
林
の
構
成
種
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
現
状
の
ま
ま
保
全

し
大
径
木
化
を
図
る
。

林
床
の
植
物
を
保
全
す
る
た
め
、
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
等
の
繁

茂
を
抑
制
す
る
。
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エ

エ
ノ
キ
群
落

落
葉
広
葉
樹
自
然
林
の
構
成
種
で
あ
る
エ
ノ
キ
群
落
は
、

屋
敷
林
の
構
成
種
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
現
状
の
ま
ま
保
全

し
大
径
木
化
を
図
る
。

林
床
の
植
物
を
保
全
す
る
た
め
、
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
等
の
繁

茂
を
抑
制
す
る
。

オ

コ
ナ
ラ
群
落

二
次
林
の
構
成
種
で
あ
る
コ
ナ
ラ
の
主
木
は
適
宜
、
萌
芽

更
新
を
実
施
す
る
。

主
に
、
サ
サ
類
や
低
木
（
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
、
シ
ラ
カ
シ
の

実
生
等
）
を
対
象
と
し
た
下
刈
り
や
伐
採
を
適
宜
行
い
、
明

る
い
樹
林
環
境
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
キ
ン
ラ
ン
、
ヤ
マ
ユ

リ
、
オ
オ
バ
ギ
ボ
ウ
シ
等
明
る
い
林
床
を
好
む
植
物
の
保
全

を
図
る
。

カ

サ
ク
ラ
等
植
林

植
林
の
構
成
種
で
あ
る
サ
ク
ラ
等
の
植
林
は
原
則
と
し
て

現
状
の
ま
ま
保
全
し
、
エ
ナ
ガ
等
の
落
葉
広
葉
樹
林
を
好
む

種
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

林
床
の
植
物
（
キ
ン
ラ
ン
、
ニ
リ
ン
ソ
ウ
等
）
を
保
全
す

る
た
め
、
下
層
植
生
の
繁
茂
を
抑
制
す
る
。

キ

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
植
林

植
林
の
構
成
種
で
あ
る
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
主
木
に
は
基
本

的
に
手
を
加
え
ず
、
植
生
の
遷
移
に
委
ね
る
。

林
相
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
コ
ナ
ラ
群
落
等
、
他
の
植
生

へ
の
移
行
も
検
討
す
る
。

林
床
の
植
物
（
エ
ビ
ネ
・
キ
ン
ラ
ン
等
）
を
保
全
す
る
た

め
、
ア
ズ
マ
ネ
ザ
サ
等
の
繁
茂
を
抑
制
す
る
。

ク

竹
林

現
在
の
生
育
範
囲
か
ら
拡
大
し
な
い
よ
う
抑
制
す
る
。

コ
ナ
ラ
林
内
等
、
他
植
生
に
パ
ッ
チ
状
に
残
存
し
て
い
る

竹
林
は
除
伐
し
て
コ
ナ
ラ
林
へ
移
行
す
る
。

下
層
植
生
に
つ
い
て
は
、
生
息
・
生
育
す
る
動
植
物
の
状

況
に
合
わ
せ
て
、
順
応
的
な
下
刈
り
や
伐
採
を
実
施
す
る
。

ケ

植
栽
樹
林
群

基
本
的
に
主
木
は
保
全
す
る
。

下
層
植
生
に
つ
い
て
は
、
生
息
・
生
育
す
る
動
植
物
の
状

況
に
合
わ
せ
て
、
順
応
的
な
下
刈
り
や
伐
採
を
実
施
す
る
。

コ

果
樹
園

基
本
的
に
地
権
者
や
耕
作
者
の
意
向
に
沿
っ
て
、
耕
作
を

継
続
し
、
モ
ズ
や
オ
ナ
ガ
等
の
農
耕
地
を
餌
場
と
す
る
鳥
類

等
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

サ

畑
地

基
本
的
に
地
権
者
や
耕
作
者
の
意
向
に
沿
っ
て
、
耕
作
を

継
続
し
、
モ
ズ
や
オ
ナ
ガ
等
の
農
耕
地
を
餌
場
と
す
る
鳥
類

等
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

シ

全
域
共
通

特
定
外
来
生
物
を
は
じ
め
と
し
た
侵
略
的
外
来
種
の
積
極

的
な
防
除
に
努
め
る
。

㈤

施
設
に
関
す
る
事
項

地
域
内
に
は
、
保
全
活
動
等
を
実
施
す
る
に
当
た
り
必
要
な

施
設
と
し
て
、
ト
イ
レ
、
休
憩
場
等
の
活
動
拠
点
施
設
や
使
用

機
材
を
収
納
す
る
倉
庫
等
を
適
宜
設
置
す
る
。

ま
た
、
保
全
地
域
の
活
用
を
図
り
環
境
学
習
を
促
進
す
る
た

め
、
案
内
板
や
解
説
板
等
を
設
け
る
と
と
も
に
、
地
域
に
生
息

・
生
育
す
る
動
植
物
を
保
護
す
る
た
め
、
制
札
板
や
人
の
立
入

り
を
制
限
す
る
柵
等
を
必
要
に
応
じ
て
設
置
す
る
。

な
お
、
整
備
に
当
た
っ
て
は
景
観
に
配
慮
す
る
。

㈥

保
全
地
域
の
活
用
そ
の
他
の
運
営
に
関
す
る
事
項

㈡
の
方
針
を
踏
ま
え
た
植
生
管
理
の
実
施
、
施
設
の
整
備
や

保
全
地
域
の
活
用
等
の
保
全
事
業
を
進
め
る
た
め
に
、
関
係
機

関
等
で
構
成
す
る
協
議
の
場
を
必
要
に
応
じ
て
設
け
る
。

ま
た
、
地
権
者
等
と
協
議
の
上
、
都
民
等
と
協
働
し
て
次
の

よ
う
に
利
活
用
を
推
進
す
る
。

ア

地
域
内
に
お
い
て
は
、
都
民
の
自
然
と
の
触
れ
合
い
や
緑

地
保
全
活
動
、
環
境
学
習
な
ど
の
場
と
し
て
活
用
す
る
。

イ

耕
作
地
は
、
農
業
体
験
な
ど
の
場
と
し
て
の
活
用
も
検
討

す
る
。

ウ

ア
及
び
イ
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
企
業
・
教
育
機
関
等
の
多
様
な
主
体
と
連
携
し
て
取
組
を

実
施
す
る
。

エ

そ
の
他
、
関
係
機
関
等
と
協
議
し
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て

取
組
を
実
施
す
る
。

三

里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
保
全
計
画
案
の
縦
覧

㈠

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
二
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま

で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

㈡

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後

一
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

縦
覧
の
場
所

ア

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

イ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号
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ウ

町
田
市
都
市
づ
く
り
部
公
園
緑
地
課

町
田
市
森
野
二
丁
目
二
番
二
十
二
号

四

意
見
書
の
提
出

㈠

里
山
保
全
地
域
の
指
定
案
及
び
保
全
計
画
案
に
つ
い
て
意
見

の
あ
る
当
該
地
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
令
和
八
年
二

月
二
十
二
日
ま
で
に
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

㈡

意
見
書
に
は
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
氏
名
及
び
住
所
を
記
載

す
る
こ
と
。

㈢

意
見
書
の
提
出
先

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
緑
環
境
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎

十
九
階

別
表町

田
市
三
輪
町
字
二
十
三
号
千
八
百
八
十
七
番
一
、
千
八
百
八
十

八
番
一
、
千
八
百
八
十
九
番
一
、
千
八
百
九
十
二
番
一
の
一
部
、
千

八
百
九
十
二
番
三
、
千
八
百
九
十
三
番
一
の
一
部
、
千
八
百
九
十
三

番
二
、
千
八
百
九
十
七
番
一
か
ら
千
八
百
九
十
七
番
三
ま
で
、
千
八

百
九
十
八
番
、
千
八
百
九
十
九
番
一
、
千
八
百
九
十
九
番
二
、
千
九

百
番
、
千
九
百
一
番
、
千
九
百
二
番
一
、
千
九
百
二
番
二
、
千
九
百

三
番
、
千
九
百
四
番
、
千
九
百
二
十
八
番
二
の
一
部
及
び
千
九
百
二

十
九
番
の
一
部



令和8年2月9日（月曜日）東 京 都 公 報（第18483号） １０

都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
二
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

事
業
認
可

の
告
示

所
管
事

務
所

府
中
都
市
計
画
道

路
事
業
三
・
四
・

三
号
狛
江
国
立
線

東
京
都
府
中
市
是
政

三
丁
目
、
是
政
六
丁

目
、
矢
崎
町
三
丁
目
、

矢
崎
町
四
丁
目
、
南

町
一
丁
目
及
び
南
町

六
丁
目
地
内

令
和
八
年

一
月
五
日

関
東
地
方

整
備
局
告

示
第
一
号

北
多
摩

南
部
建

設
事
務

所
発 行

東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


